
○
金
融
庁
告
示
第 

 
 

号 
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
令
和 

 

年
内
閣
府
令
第 

 
 

号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
等
を
次
の
よ
う
に

定
め
、
令
和 

 
年 

 

月 
 

 

日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金
融
庁
長
官 

氷
見
野
良
三 

 
 

（
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
の
範
囲
） 

第
一
条 

金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
府
令
」
と
い
う

。
）

第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

一 

資
本
関
係
に
照
ら
し
当
該
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
次
に
掲
げ
る
法
人
の
役
員
又
は
使
用
人 

イ 

当
該
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
特
定
関
係
法
人 

ロ 

当
該
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
特
定
関
係
法
人
と
す
る
法
人
（
イ
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く

。） 



ハ 

イ
に
掲
げ
る
法
人
の
特
定
関
係
法
人
（
当
該
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
並
び
に
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。

） 
ニ 
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
法
人
を
特
定
関
係
法
人
と
す
る
法
人
（
当
該
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
並
び
に
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
法
人
を
除
く

。
） 

二 

当
該
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
の
間
で
、
常
務
に
従
事
す
る
役
員
又
は
使
用
人
の
兼
職
、
出
向
、
転
籍
そ
の
他
の
人

事
交
流
を
行
っ
て
い
る
法
人
の
役
員
又
は
使
用
人 

三 

そ
の
他
設
立
の
経
緯
又
は
取
引
関
係
に
照
ら
し
当
該
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

る
法
人
の
役
員
又
は
使
用
人 

２ 

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
関
係
法
人
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
保
有
す
る
一
の
法
人
の
議
決
権
（
株

式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
以
下
同
じ

。）

の
数
を
合
算
し
た
数

が
、
当
該
法
人
の
総
株
主
、
総
社
員
、
総
会
員
、
総
組
合
員
又
は
総
出
資
者
（
以
下
「
総
株
主
等
」
と
い
う

。
）

の
議
決
権



の
百
分
の
二
十
五
以
上
の
数
と
な
る
も
の
（
法
人
に
限
る
。
当
該
法
人
の
議
決
権
を
保
有
し
な
い
者
を
含
み
、
当
該
法
人
を

除
く

。
）

を
い
う
。 

一 

当
該
法
人
の
議
決
権
の
全
部
又
は
一
部
を
保
有
す
る
一
の
者 

二 

前
号
に
掲
げ
る
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
者 

三 

前
号
に
掲
げ
る
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
者 

四 

第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
さ
れ
る
法
人 

五 

当
該
法
人
又
は
前
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
さ
れ
る
法
人 

六 

第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
さ
れ
る
法
人
（
第
一
号
に

掲
げ
る
者
を
除
く

。） 

（
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
険
の
範
囲
） 

第
二
条 

府
令
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
保
険
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
金
融
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
係
る
保
険

を
除
く

。）

と
す
る
。 



一 

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険 

二 
被
保
険
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
由
に
関
し
一
定
額
の
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
及
び
被
保
険
者
の
死
亡
に
関
し
一
定
額

の
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
保
険
（
入
院
に
関
し
一
日
当
た
り
の
保
険
金
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
入
院
給

付
日
額
」
と
い
う

。）

が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

。
）

（
第
四
号
に
お
い
て
「
医
療
保
険
」
と
い
う

。
）

で
あ
っ

て
、
被
保
険
者
の
死
亡
に
関
す
る
保
険
金
の
額
が
入
院
給
付
日
額
の
百
倍
を
限
度
と
す
る
も
の 

イ 

疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
。 

ロ 

出
産 

ハ 

保
険
業
法
第
三
条
第
四
項
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
治
療
を
受
け
た
こ
と
。 

三 

被
保
険
者
が
次
に
掲
げ
る
事
由
を
直
接
の
原
因
と
し
て
常
時
の
介
護
を
要
す
る
身
体
の
状
態
と
な
っ
た
こ
と
に
関
し
一

定
額
の
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
及
び
被
保
険
者
の
死
亡
に
関
し
一
定
額
の
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
保
険
（
次
号

に
お
い
て
「
介
護
保
険
」
と
い
う

。）

で
あ
っ
て
、
被
保
険
者
の
死
亡
に
関
す
る
保
険
金
の
額
が
既
に
払
い
込
ま
れ
た
保

険
料
の
合
計
額
又
は
こ
れ
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た
額
を
限
度
と
す
る
も
の 

イ 

疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
。 



ロ 

傷
害
を
受
け
た
こ
と
。 

ハ 

出
産 

ニ 
老
衰 

四 

そ
の
他
被
保
険
者
に
係
る
保
険
業
法
第
三
条
第
四
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
に
関
し
一
定
額
の
保
険
金

を
支
払
う
こ
と
及
び
被
保
険
者
の
死
亡
に
関
し
一
定
額
の
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
保
険
で
あ
っ
て
、
被
保
険
者

の
死
亡
に
関
す
る
保
険
金
の
限
度
額
が
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
（
医
療
保
険
及
び
介
護
保
険
を
除
く

。
） 

五 

保
険
業
法
第
三
条
第
五
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
保
険 


